
事
業
者
向
け

　
経
営
相
談
室

　
中
小
企
業
診
断
士
・
経
営
指
導
員
が

無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。

日
時
　
１
月
18
日
㊊
　
10
時
～
14
時

場
所
　
宇
城
保
健
所

対 

象
　
生
活
衛
生
関
係
営
業
者（
開
業
　

予
定
者
含
む
）

内 

容
　
経
営
相
談（
店
舗
新
築
・
改
装
　

計
画
な
ど
）、
融
資
相
談（
生
活
衛
生
　

融
資
の
利
用
方
法
な
ど
）、
税
務
相
　

談（
所
得
税
の
申
告
に
つ
い
て
な
ど
）

問 

熊
本
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

　 

☎
０
９
６（
３
６
２
）３
０
６
１

　 

上
天
草
・
宇
城
水
道
企
業
団
　
　
　
　

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

　
上
天
草
・
宇
城
水
道
企
業
団
で
は
、

令
和
３
・
４
年
度
分
の
建
設
工
事
や
測

量
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
・
物
品
・
委

託
業
務
な
ど
の
一
般（
指
名
）競
争
入
札

へ
の
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
受
け
付

け
を
行
い
ま
す
。

受
付
期
間
　
２
月
１
日
㊊
～
28
日
㊐

問  

上
天
草
・
宇
城
水
道
企
業
団 

総
務
係
　 

☎（
22
）６
７
３
３

お
知
ら
せ

　
人
権
擁
護
委
員
の
新
任

　
人
権
相
談
な
ど
で
活
躍
す
る
人
権
擁

護
委
員
と
し
て
、
令
和
２
年
10
月
１
日

付
で
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し

た
。
任
期
は
３
年
で
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
い
つ
で
も
あ
な

た
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
秘
密
は
守
り

ま
す
の
で
、気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問 

人
権
啓
発
課
　
☎（
32
）１
７
０
８

本庁・各支所
連絡先☎ 宇城市役所　〒869−0592 熊本県宇城市松橋町大野85　本庁 ☎32ー1111

三角支所 ☎53ー1111　不知火支所 ☎33ー1111　小川支所 ☎43ー1111　豊野支所 ☎45ー2111

永
な が き

木 勲
いさお

 さん
（小川町）

2月7日㊐

宇城市長選挙
あなたの一票が宇城市の
未来をつくります。進ん
で投票に行きましょう！

問 市選挙管理委員会（総務課内）　 ☎32−1798任期満了に伴う宇城市長選挙が執行されます。

選挙期日　2月 7日㊐ 7時～18時
告 示 日　1月31日㊐

※ 郵便事情により入場券の到着日　
が家族で異なる場合があります。

投票所を一部変更します

▪三角第3投票区

　三角支所
▪三角第4投票区

　三角 B&G 海洋センター

期日前投票　 2月1日㊊～6日㊏　　　　　　　
8時30分～20時

期日前投票場所

　 市役所本庁、三角・不知火・豊　
野支所、ラポート（小川町）

不在者投票

　選挙期間中に宇城市外に滞在し
ている場合、滞在先の市町村の選
挙管理委員会で不在者投票ができ
ます。詳しくは、本市選挙管理委
員会にお問い合わせください。

入院（入所）中の場合

　病院や施設などに入院（入所）し
ている施設が「不在者投票指定施
設」の場合、施設内で投票できま
す。詳しくは、入院（入所）中の病
院・施設などにご確認ください。

感染対策のお願い

投票所では、新型コロナウイルスの

感染防止対策を行っていますが、人

の密集を避けるには分散して投票す

ることが有効です。期日前投票の積

極的な活用をお願いします。

詳しくは
こちら
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月刊　宇城通信あなたのくらしにピタッと

　 

奨
学
金
返
還
や
Ｕ
タ
ー
ン
費
用
を
支
援

　

「
く
ま
活
サ
ポ
ー
ト
」登
録
者
募
集

　
県
と
県
内
企
業
な
ど
が
協
力
し
、
県

内
に
就
職
す
る
若
者
の
奨
学
金
返
還
や

Ｕ
タ
ー
ン
費
用
な
ど
を
支
援
し
ま
す
。

　
支
援
を
受
け
る
に
は
、
就
職
内
定
前

に
制
度
へ
の
登
録
が
必
要
で
す
。

対
象
　
令
和
３
・
４
年
度
に
就
職
す
る
人

支
援
額

　
奨
学
金
返
還
　
最
大
４
５
６
万
円

　
赴
任
費
用
な
ど
　
最
大
　
50
万
円

問 

県
企
画
課

　 

☎
０
９
６（
３
３
３
）２
０
１
８

　 

に
っ
ぽ
ん
縦
断
こ
こ
ろ
旅
　
　

お
手
紙
募
集

　
俳
優
の
火ひ

の野
正し
ょ
う
へ
い
平
さ
ん
が
自
転
車
で

日
本
全
国
を
走
る
旅
番
組「
に
っ
ぽ
ん

縦
断
こ
こ
ろ
旅（
２
０
２
１
春
の
旅
）」

で
は
、
旅
の
ル
ー
ト
を
決
め
る
た
め
の

お
手
紙
を
募
集
し
ま
す
。

県 

内
の
放
送
予
定
　
４
月
５
日
㊊
～
９
　

日
㊎
、
12
日
㊊
～
16
日
㊎

募
集
期
限
　
２
月
22
日
㊊
　
当
日
必
着

募 

集
内
容
　
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、　

性
別
、
年
齢
、「
宇
城
市
内
の
忘
れ
　

ら
れ
な
い
場
所
、
風
景
」に
ま
つ
わ
　

る
エ
ピ
ソ
ー
ド

応
募
方
法
　
郵
送
、番
組
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

　
Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
３（
３
４
６
５
）１
３
２
７

郵
送
先
　
〒
１
５
０

―

８
０
０
１

　
Ｎ
Ｈ
Ｋ「
こ
こ
ろ
旅
」係

問 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　 

☎
０
５
７
０（
０
６
６
）０
６
６

公
売

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
会

　
税
金
滞
納
に
よ
り
、
差
し
押
さ
え
た

雑
貨
な
ど
約
15
点
を
公
売
し
ま
す
。

入
札
期
間

　
１
月
25
日
㊊
13
時
～
27
日
㊌
23
時

開 

催
サ
イ
ト
　
Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！
Ｊ
Ａ
Ｐ
　

Ａ
Ｎ
官
公
庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

公
売
物
品
例
　
く
ま
モ
ン
マ
グ
ネ
ッ
ト
、

　
茶
道
具（
抹
茶
碗
）な
ど

注 

意
事
項
　
滞
納
者
が
滞
納
税
を
完
納
　

し
た
場
合
は
、
予
告
な
く
公
売
を
中
　

止
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問 

債
権
管
理
課
　
☎（
32
）１
４
９
７

税　 

固
定
資
産
の
届
出
・
申
告
は
　

お
済
み
で
す
か

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現

在
に
所
有
し
て
い
る
土
地
・
家
屋
・
償

却
資
産
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
納
税
義
務
者
が
亡
く
な
っ
た
後
に
、

代
表
相
続
人
指
定
届
を
出
し
て
い
な
い

場
合
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

償
却
資
産
の
申
告

申
告
期
限
　
２
月
１
日
㊊

固 

定
資
産
税
の
対
象
と
な
る
償
却
資
産
　

事
業
の
た
め
に
用
い
る
土
地
・
家
屋
　

以
外
の
有
形
の
資
産（
構
築
物
・
機
　

械
・
器
具
・
備
品
・
船
舶
な
ど
）

※ 

償
却
資
産
の
所
有
者
は
、
個
人
・
法
　

人
に
か
か
わ
ら
ず
、
毎
年
１
月
１
日
　

の
所
有
資
産
を
申
告
す
る
こ
と
が
義
　

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す（
農
業
・
漁
　

業
を
含
む
）。

　
こ
の
申
告
は
、
確
定
申
告
と
は
別
の

手
続
き
で
す
。
ま
た
、
償
却
資
産
の
増

加
・
減
少
が
な
い
場
合
も
申
告
書
の
提

出
は
必
要
で
す
。

太
陽
光
発
電
設
備
も
申
告
が
必
要
で
す

　
次
の
い
ず
れ
か
の
設
備
は
、
申
告
が

必
要
で
す
。

▪ 

発
電
出
力
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
人
・
　

個
人
が
事
業
用
と
し
て
設
置
し
た
も
　

の
▪ 

個
人
が
家
屋
の
屋
根
な
ど
に
設
置
し
　

た
設
備
の
う
ち
、
発
電
出
力
量
が
10
　

キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
も
の

※
太
陽
光
発
電
設
備
な
ど
の
再
生
可
能

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
は
、
課
税

　
標
準
額
に
特
例
が
適
用
さ
れ
、
軽
減

　
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

土
地
・
家
屋
の
各
種
届
出
・
手
続
き

　
売
買
、
相
続
、
贈
与
な
ど
で
、
所
有

す
る
土
地
・
家
屋
に
変
更
が
あ
る
と
き

は
、
次
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

土
地
・
登
記
家
屋
の
所
有
者

　
法
務
局
で
所
有
権
移
転
登
記

未
登
記
家
屋
の
所
有
者

　 「
家
屋
所
有
者
変
更
届
」を
税
務
課
・
　

各
支
所
総
合
窓
口
課
に
届
出

問 

税
務
課
　
☎（
32
）１
４
８
７

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら
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